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投稿論文チェックリスト

　（各項目を確認し，□にレを入れる）
□本論文と同主旨の論文を他誌に掲載あるいは投稿していない．
□倫理上の問題はない．
□原稿枚数，図表枚数は規定の通りである．
□表紙から通しでページ数が最上段右に記載されている．
□原稿（図表も含む）の大きさは，すべてA4用紙である．
□原稿は電子媒体と印刷された原稿1部がそろっている．
□文章は十分推敲されている．
□略語
　　　　□表題，論文要旨，英文抄録には略語を用いていない．
　　　　□本文中に1度しかでてこない用語に略語を用いていない．
　　　　□本文の略語の初出時には本文中にフルスペルで記載されている．
　　　　　（例）迷走神経切離術（迷切術）
　　　　　　　　　肝細胞癌（hepatocellular�carcinoma;�HCC）
　　　　　　　　　computed�tomography（CT）
□文献
　　　　□文献は本文中に引用順に番号が付けられている．
　　　　□論文要旨や英文抄録のなかに文献番号は付いていない．
　　　　□文献の雑誌略名には正式のものが用いられている．
　　　　□文献は規定通り正しく記載されている．
　　　　　（例）1）日赤太郎，静岡次郎，追手三郎ほか．静岡赤十字病院
　　　　　　　　における危機管理の研究．日赤医療　2000；92(5)：192-197．
□写真
　　　　□写真は鮮明に提示されている．
　　　　□写真に患者を特定できるような記載がない（氏名，IDなど）．
　　　　□顕微鏡写真には染色法と倍率が明記されている．
　　　　□電顕写真にはスケールを表示するバーが入っている．
□図表の説明は別紙になっている．

上記の点につき，すべて確認しました．
平成　　年　　月　　日　　　氏名　　　　　　　　　　　
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症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における
患者プライバシー保護に関する指針

　医療を実施するに際して患者のプライバシー保護は医療者に求められる重要な責務である．一方，医学
研究において症例報告は医学・医療の進歩に貢献してきており，国民の健康，福祉の向上に重要な役割を
果たしている．医学論文あるいは学会・研究会において発表される症例報告では，特定の患者の疾患や治
療内容に関する情報が記載されることが多い．その際，プライバシー保護に配慮し，患者が特定されない
よう留意しなければならない．
　以下は症例報告を含む医学論文・学会研究会における学術発表においての患者プライバシー保護に関す
る指針である．

1．患者個人の特定可能な氏名，入院番号，イニシャルまたは「呼び名」は記載しない．
2．患者の住所は記載しない．但し，疾患の発生場所が病態等に関与する場合は区域までに限定して記載
することを可とする（神奈川県，横浜市など）．

3．日付は，臨床経過を知る上で必要となることが多いので，個人が特定できないと判断される場合は年
月までを記載してよい．

4．他の情報と診療科名を照合することにより患者が特定され得る場合，診療科名は記載しない．
5．既に他院などで診断・治療を受けている場合，その施設名ならびに所在地を記載しない．
　但し，救急医療などで搬送元の記載が不可欠の場合はこの限りではない．
6．顔写真を提示する際には目を隠す．眼疾患の場合は，顔全体が分からないよう眼球のみの拡大写真と
する．

7．症例を特定できる生検，剖検，画像情報に含まれる番号などは削除する．
8．以上の配慮をしても個人が特定化される可能性のある場合は，発表に関する同意を患者自身（または
遺族か代理人，小児では保護者）から得るか，倫理委員会の承認を得る．

9．遺伝性疾患やヒトゲノム・遺伝子解析を伴う症例報告では「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫
理指針」（文部科学省，厚生労働省及び経済産業省）（平成13年3月29日）による規定を遵守する．


